
母性健康管理の措置に関する就業規則の記載例 

 

 職場における母性健康管理を推進するに当たっては、あらかじめ就業規則等を整備し、実際に医師

等の指導事項に基づく措置等を講ずる場合の具体的な取扱いや手続を明らかにしておくことが重要で

す。 

 以下に、就業規則の参考例を載せています。就業規則を作成（変更）するに当たってはこれを参考

にしながら、既存の休暇制度の運用等も含め、事業所の実態を踏まえつつ十分な検討を加えてくださ

い。また、以下についてもご留意ください。 

○ 事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）の規定による保健指

導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません

（均等法第１２条）。また、事業主は、雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導

事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなけれ

ばなりません（均等法第１３条）。 

○ 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをして

はいけません（均等法第９条第３項）。 

 

A社の例 

  

（母性健康管理の措置）  

第○○条 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健

法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通

院を認める。 

 ① 産前の場合 

    妊娠２３週まで・・・・・・・・４週に１回 

    妊娠２４週から３５週まで · ・・・２週に１回 

    妊娠３６週から出産まで · ・・・・１週に１回 

ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたときには、

その指示により必要な時間 

 ② 産後（１年以内）の場合 

   医師等の指示により必要な時間 

２ 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき勤務

時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。 

① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、 

原則として１ 時間の勤務時間の短縮又は１ 時間以内の時差出勤を認める。 

② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回 

 数を増やす。 

③ 妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医 

師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。 

３ 前項までのうち、通院時間、勤務時間の短縮の措置及び休業中の賃金の取り扱いについ 

有給 

ては、 ○○％有給  とする 

     無給 

 



B社の例 

          ＜母性健康管理に関する規定＞ 

（目 的） 

第１条 この規定は、就業規則第○条に基づき、妊娠中及び出産後１年以内の女性社員の母性健康 

管理に関する措置及びその手続き等について定めることにより、女性社員の母性を尊重する

とともに働く環境の整備に資することを目的とする。 

 

（通院に関する措置） 

第２条 妊娠中及び出産後１年以内の女性社員から申出があった場合は、原則として希望する日時に

必要な時間を勤務時間内の通院時間として与える。 

 ２  会社は業務の都合により、勤務時間内の通院時間の変更を行うことがある。この場合、変更

後の日時は、原則として本人が希望する日時とする。 

 ３  第２条第１項の「必要な時間」とは、健康診査の受診時間、保健指導を受けている時間、医

療機関等における待ち時間及び医療機関等への往復時間を合わせた時間のことをいう。 

（通院時間中の待遇） 

                   有給 

第３条 前条の通院時間については   ○○％有給   とする 

                   無給 

 

（回数等) 

第４条 正常な経過の妊娠において、女性社員が勤務時間内通院として申し出ることができる回数は

次のとおりとする。 

  （１）妊娠２３週まで            ４週間に１回 

  （２）妊娠２４週から３５週まで       ２週間に１回 

  （３）妊娠３６週以降分娩まで        １週間に１回 

 ２  第４条第１項の「１回」とは、健康診査と保健指導を合わせたものとする。医療機関等の 

指示により別の日に実施される場合にもあわせて１回とする。 

 ３  妊娠しているかどうかを診断する初回の通院は含まれないものとする。 

 ４  産後（出産後１年以内）において、医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、 

その指示を踏まえて、通院時間を付与するもとする。 

 

（申出の手続き） 

第５条 勤務時間内の通院時間を申請する際には、通院の月日、必要な時間、医療機関等の名称及び

所在地、妊娠週数などを記入して、勤務時間内の通院時間申出書により○○に申し出ること

とする。 

 ２  会社は妊娠週数又は出産予定日を確認する必要がある場合には、診断書、出産予定日証明書

の提出を求めることがある。 

（申出の時期） 

第６条 勤務時間内の通院の申出は、原則として事前に行わなければならない。 

（申出の変更・撤回） 

第７条 勤務時間内の通院時間申出書に記載された通院予定日時は、再度申し出ることにより変更す

ることができる。 

 



 ２  勤務時間内の通院時間の申出は、通勤予定日の  当日    までに申し出ることにより 

                       ○○日前 

撤回することができる。 

 

（時差出勤、休憩等に関する措置） 

第８条 妊娠中の女性社員が健康診査等において医師等から指導を受けた場合、会社は本人の申出に

より、当該指導事項の内容に基づき、勤務時間の変更、休憩時間の延長、休憩回数の増加等

の措置を次のとおり行う。 

ただし、時間、回数について医師等による具体的な指導がある場合は、この限りではない。 

（１） 時差出勤 

勤務時間の始め又は終わりにおいて、原則として１日を通じ○時間以内で必要とされる

時間の時差出退勤を認める。 

（２） 休憩の措置 

本人と所属長とで個々に相談調整の上で、必要な措置を行う。なお、休憩時間の延長は

原則○時間以内で必要とされる時間とし、また休憩回数の増加については、原則として

○回までで、それぞれ○○分以内とする。 

（３） 上記に準ずる措置 

医師等による具体的な指導事項がない場合でも、本人の申出があった場合には、（１）及

び（２）の措置若しくはそれに準じた措置を行うものとする。 

（妊娠中又は出産後の症状等に関する措置） 

第９条 妊娠中及び出産後の経過に異常又はその恐れがある場合で、医師等からその症状について指

導を受けた旨、妊娠中又は出産後の女性社員から申出があった場合には、医師等の指導事項

に基づき、当該女性社員がその指導事項を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の

短縮、休業等の措置を行う。 

 

（申出の手続き） 

第１０条  第８条及び第９条の措置については、所定の事項を記入した書面（医療機関等が作成 

した「母健連絡カード」）により予め○○に申し出ることとする。 

 ２   会社は、医師等の指導事項の内容等を確認する必要がある場合には、本人に了解を得た上

で担当の医師等と連絡をとり、その意見を聞く場合がある。 

 

（勤務時間の短縮等の措置中の待遇） 

第１１条  第９条の措置のうち、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱いは 

   有給 

       ○○％有給   とする。 

       無給 

 

 


